
今回の説明会では、県が指示する中期目標を達成するための具体的な計画

として県立病院機構が作成することになる中期計画の素案について、また、

法人組織の概要について説明を行いました。

Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ （職員向け独法化情報紙）
～山口県立病院の独法化について～ （第20号：H23年２月発行）

県では、平成２３年４月の県立病院の地方独立行政法人化に向けて準備を進

めています。

その中で、１月下旬から、２病院の職員の皆さんを対象とした説明会を開催し

計７回、約２５０名の皆さんにご参加いただきました。今回は、説明会での質疑

の概要などについてお知らせします。

Ｑ.「中期計画」には、どのような事項が定められるのですか。

Ａ.中期計画は、県から指示された中期目標（平成23～26年度）に基づき、その

目標を達成するために、法人自らが作成する計画です。

中期計画の作成にあたっては、評価委員会からの意見聴取・議会の議決を経

て、県の認可を受けることになります。また、中期

計画を変更する際にも、同様の手続きが必要です。

中期計画の内容は、中期目標に対応し、総合医療

センターでは救急医療や周産期医療、こころの医療

センターでは精神科救急医療や専門外来等、両病院

の特色ある取組等を盛り込んでいます。

中期目標では数値目標の設定を

指示されており、今後さらに検討

を加え、計画づくりを進めます。

なお、年度ごとの業務内容は、

認可を受けた中期計画に基づき、

法人が別に年度計画で定めます。

今回の説明会では、主に以下の項目について説明を行いました。

【県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上】

１ 医療の提供

２ 医療に関する調査及び研究

３ 医療従事者等の研修

【業務運営の改善及び効率化】

１ 経営体制の確立

２ 効率的・効果的な業務運営

３ 収入の確保、費用の節減・適正化

【その他業務運営に関する重要事項】

１ 人事に関する計画

２ 就労環境に関する計画
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《御意見をお寄せください》

県では、県立病院の独法化に関して、職員の皆さん

の御意見を受け付けています。皆さんからいただいた

御意見・御質問は、できる限りこのニューズレター等

を通じてお答えするとともに、法人化委員会において

報告するなど、検討に活かしていきますので、忌憚の

ない御意見をお寄せ下さい。

(提出先：各病院事務局に設置の独法化意見箱)

Ｑ.法人はどのような組織体制になる

のですか。

今後、部門の再編は行われるので

すか。

Ａ.法人には、県立総合医療センター

及び県立こころの医療センターのほ

かに、新たに本部事務局を設置しま

す。

病院には、事務部門と診療部門を

設置しますが、円滑な移行の観点か

ら、診療部門については、基本的に

は現在の組織を変更しない方向で考

えています。

部門の再編については、今後必要

に応じて行います。医療需要や業務

環境の変化に、迅速に対応していき

たいと考えています。

Ｑ.法人化後は、正規職員の採用条件は

どうなりますか。

また、臨時職員の処遇の改善は行わ

ないのですか。

Ａ.正規職員の採用については、体制整

備の必要性や経営状況等を見ながら、

検討していきます。

採用条件については、年齢制限等を

緩和する方向で検討したいと考えてい

ます。

また、業務に必要な臨時職員につい

ては、法人化後も有期雇用職員として

引き続き配置します。

法人化後は、有期雇用

職員について、原則とし

て正規職員と同様の水準

で、勤務日数に応じた通

勤手当を支給します。

Ｑ.法人に置かれる「本部事務局」

では、どのような事務を行うので

すか。

Ａ.主な事務は以下のとおりです。

①理事会の運営等、法人化により

必要となる事務

②職員の採用等、これまで県の医

務保険課等で行っていた事務

③両病院で行われており、集約す

ることで効率化を図れる事務

また、法人化後も、これまでど

おり両病院に事務部門が置かれま

す。

事務職員については、法人移行

時は県からの派遣職員が配置され

ますが、計画的

に法人独自で職

員を採用してい

くことを検討し

ています。

Ｑ.法人化に伴い、県に退職届を提

出する必要がありますか。

Ａ.県との人事交流のある事務職等

一部の職種を除いて、職員は法律

及び条例に基づいて法人に承継さ

れます。

このため、県に対して退職届を

提出する必要はありません。

また、法人を退職する際の退職

手当の支給にあたっては、県職員

としての在職期間は法人職員とし

ての在職期間とみなし、通算され

ます。


